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情報関係 

 

◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（抄） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為（以下「不利益取

扱い」という。）をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等

の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置（以

下「合理的な配慮に基づく措置」という。）を行わないことをいう。 

 一～七 （略） 

八 情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人に

対して行う次に掲げる行為 

イ障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これ

を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取

扱いをすること。 

ロ障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否

し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いを

すること。 

３ （略） 

 

◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（抄） 

（不利益取扱いの禁止） 

第８条何人も、次に掲げる行為（以下「不利益取扱い」という。）をしてはなら

ない。 

 (1)～(9) （略） 

 (10) 障害者から情報の提供を求められた場合において、障害者に対して、

当該情報を提供することにより他の者の権利利益を侵害するおそれがあ

ると認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理

由として、情報の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、

その他不利益な取扱いをすること。 

(11) 障害者が意思を表示する場合において、障害者に対して、障害者が選

択した意思表示の方法によっては障害者の表示しようとする意思を確認

することに著しい支障がある場合その他の合理的な理由がある場合を除

き、障害を理由として、意思の表示を受けることを拒み、又はこれに条

件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 

 



- 2 - 
 

◎さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例（抄） 

（定義） 

第２条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1)～(7) （略） 

 (7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営

む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活

動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行

う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環

境を調整する措置（当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で

事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を

変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる

範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。）をいう。 

 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。 

  ア～オ （略） 

  カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理

由なく、障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限

し、又はこれに条件を課すこと。 

  キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、

正当な理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる

手段による意思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表

示の手段を制限し、又は意思表示を受けることに条件を課すこと。 

  ク （略） 

 (9)～(10) （略） 
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◎障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）（抄） 

（地域社会における共生等） 

第３条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と

等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳

にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げ

る事項を旨として図られなければならない。 

一・二 （略） 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた

めの手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利

用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（情報の利用におけるバリアフリー化等） 

第２２条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、

その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにする

ため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機

器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障

害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の

養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその

安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策

を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術

の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮し

なければならない。 

３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機

及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の

提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努

めなければならない。 

 

（消費者としての障害者の保護） 

第２７条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増

進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施

策を講じなければならない。 

２ 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるように

するため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 
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◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）（抄） 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第８条 （略） 

２・３ （略） 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機

関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなけ

ればならない。 

５ （略） 

 

◎金融商品の販売等に関する法律（平成１２年法律第１０１号）（抄） 

 （金融商品販売業者等の説明義務）  

第３条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとすると

きは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、

顧客に対し、次に掲げる事項（以下「重要事項」という。）について説明をし

なければならない。  

一～七 （略） 

２ 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に

係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方

法及び程度によるものでなければならない。  

３～７ （略） 

 

◎国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１０

０号）（抄） 

（環境物品等に関する情報の提供） 

第１２条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、

当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必

要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。 

 

◎消費者契約法（平成１２年法律第６１号）（抄） 

（事業者及び消費者の努力） 

第３条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義

務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよ

う配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消

費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容に

ついての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 
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２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報

を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよ

う努めるものとする。 

 

◎消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）（抄） 

（事業者の責務） 

第３４条 消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その

製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関

する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めな

ければならない。 

 

◎消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）（抄） 

（事業者の責務等）  

第５条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の

基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務

を有する。  

一（略） 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。  

三～五 （略） 

２ （略） 

 

◎薬事法（昭和３５年法律第１４５号）（抄） 

（情報提供等） 

第３６条の６ （略） 

２ 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において第二類医薬品

を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、医

薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使

用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならない。 

３～５ （略） 

 

（情報提供） 

第４０条の４ 医療機器の販売業者、賃貸業者又は修理業者は、医療機器を一

般に購入し、又は使用する者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な

情報を提供するよう努めなければならない。 
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◎国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）（抄） 

 （被保険者に対する情報の提供）  

第１４条の２ 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、

及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保

険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要

な情報を分かりやすい形で通知するものとする。 

 

◎旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）（抄） 

（取引条件の説明）  

第１２条の４  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅

行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅

行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、

その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。  

２  旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣

府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができ

る旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関

する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定

める事項を記載した書面を交付しなければならない。  

３  旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるとこ

ろにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交

通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合にお

いて、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 

 

◎社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄） 

（情報の提供） 

第７５条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス（社会福祉事業において提

供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。）を利用しようとす

る者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する

社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報

を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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教育関係 

 

◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（抄） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為（以下「不利益取

扱い」という。）をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等

の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置（以

下「合理的な配慮に基づく措置」という。）を行わないことをいう。 

 一～四 （略） 

五 教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う

次に掲げる行為 

イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えない

こと。 

ロ 本人若しくはその保護者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。）の意見を聴かないで、又

は必要な説明を行わないで、入学する学校（同法第一条に規定する学校

をいう。）を決定すること。 

六～八 （略） 

３ （略） 

 

◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（抄） 

（不利益取扱いの禁止） 

第８条何人も、次に掲げる行為（以下「不利益取扱い」という。）をしてはなら

ない。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 障害者に教育を行う場合において、障害者に対して行う次に掲げる行為 

ア 障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育

が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと。 

イ 障害者又はその保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

６条に規定する保護者をいう。第１６条第２項において同じ。）への意見

聴取及び必要な説明を行わないで、就学させるべき学校（同法第１条に

規定する小学校、中学校又は特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）

をいう。）を指定すること。 

(8)～(11) （略） 
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◎さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例（抄） 

（定義） 

第２条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1)～(7) （略） 

 (7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営

む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活

動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行

う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環

境を調整する措置（当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で

事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を

変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる

範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。）をいう。 

 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。 

  ア （略） 

  イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為 

(ア)正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を

受ける機会を与えないこと。 

(イ)障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しく

はその保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校をいう。以下同

じ。）を決定すること。 

(ウ)合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられな

いことその他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮

に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。 

ウ～ク （略） 

 (9)～(10) （略） 
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◎日本国憲法（抄） 

第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひ

としく教育を受ける権利を有する。  

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育

を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

 

◎障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）（抄） 

（教育） 

第１６条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、

その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障

害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられ

るよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策

を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及

び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限

りその意向を尊重しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及

び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解

を促進しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の

確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の

整備を促進しなければならない。 

 

◎教育基本法（平成１８年法律第１２０号）（抄） 

（教育の機会均等）  

第４条 （略） 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な

教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。  

３ （略） 

 

◎学校教育法（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号）（抄） 

第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教

育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

 

第８０条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚

障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が
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第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を

設置しなければならない。 

 

第８１条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、

次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援

を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところによ

り、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものと

する。 

２ 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに

該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 

一 知的障害者 

二 肢体不自由者 

三 身体虚弱者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当な

もの 

３ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対し

て、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 

 

第１３４条 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行う

もの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十

四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。）は、各種学校とする。 

２・３ （略） 

 

◎学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）（抄） 

（学齢簿の編製） 

第１条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、当該市町村の

区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法（以下「法」

という。）第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。）

について、学齢簿を編製しなければならない。 

２ 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて

行なうものとする。 

３～４ （略） 
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第２条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省

令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めか

ら終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の

学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第

四項までの規定を準用する。 

 

（入学期日等の通知、学校の指定） 

第５条 市町村の教育委員会は、就学予定者（法第十七条第一項又は第二項の

規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援

学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。）で次に掲げる者について、そ

の保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学

期日を通知しなければならない。 

一 就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者

又は病弱者（身体虚弱者を含む。）で、その障害が、第二十二条の三の表に

規定する程度のもの（以下「視覚障害者等」という。）以外の者 

二 視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照ら

して、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受ける

ことができる特別の事情があると認める者（以下「認定就学者」という。） 

２～３ （略） 

 

（特別支援学校への就学についての通知） 

第１１条 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち視覚障害者等に

ついて、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、そ

の氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。た

だし、認定就学者については、この限りでない。 

２ 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会

に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本（第一条第三項の規定により磁

気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、

その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類）を送付しなければな

らない。 

 

（特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定） 

第１４条 都道府県の教育委員会は、第十一条第一項（第十一条の二、第十一

条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含

む。）の通知を受けた児童生徒等、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学

齢生徒並びに特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支
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援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第

十一条第一項（第十一条の二において準用する場合を含む。）の通知を受け

た児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒

等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。 

２～３ （略） 

 

第１５条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生

徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存す

る市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知し

なければならない。 

２ 都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学

させるべき特別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対

し、同項に規定する事項のほか、その指定した特別支援学校を通知しなけれ

ばならない。 

 

第１８条の２ 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小

学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者につ

いて、第五条（第六条第一号において準用する場合を含む。）又は第十一条第

一項（第十一条の三において準用する場合を含む。）の通知をしようとすると

きは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等

の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 

 

第２２条の３ 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障

害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

区分 障害の程度 

視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障

害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、

図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補

聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は

著しく困難な程度のもの 

知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活

を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないものの
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うち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由

者 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日

常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののう

ち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その

他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度

のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

  備考 

一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によつて測定する。 

二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 

 

◎学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）（抄） 

 （就学時の健康診断）  

第１１条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、学校教育法第

十七条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学さ

せるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、

その健康診断を行わなければならない。  

 

第１２条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧

告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項 に規定する

義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切

な措置をとらなければならない。 


